
　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
改
正

に
よ
り
、
地
域
の
目
指
す
べ
き
将
来
の

農
地
利
用
の
姿
を
明
確
化
す
る
計
画

（
人
・
農
地
プ
ラ
ン
地
域
計
画
）
を
策

定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

農
業
者
に
よ
る
集
落
単
位
の
話
し
合

い
を
行
い
、
将
来
の
地
域
農
業
や
農
業

者
の
意
向
を
ま
と
め
た
目
標
地
図
の
作

成
が
求
め
ら
れ
て
ま
す
。

　

地
域
の
話
し
合
い
開
催
の
お
知
ら
せ

が
あ
る
場
合
は
、
積
極
的
に
ご
参
加
い

た
だ
き
、
将
来
の
地
域
農
業
に
つ
い
て

の
協
議
へ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
地
域
に
話
し
合
い
を
す
る
単

位
が
な
い
場
合
は
、
新
た
に
協
議
の
場

を
設
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
農

林
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
農
林
課　
農
政
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
２
６

　

生
活
習
慣
病
の
予
防
・
改
善
を
目
的

と
す
る
特
定
健
康
診
査
を
無
料
で
実
施

し
て
い
ま
す
。
年
に
１
度
、
必
ず
受
診

し
ま
し
ょ
う
。

⃝

対
象
者

　

三
種
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
、

年
度
末
ま
で
に
40
歳
～
75
歳
の
誕
生
日

を
迎
え
る
方
（
75
歳
に
な
る
方
は
誕
生

日
の
前
日
ま
で
）

⃝

受
診
券

　

特
定
健
康
診
査
を
１
年
に
１
回
無
料

で
受
診
で
き
る
受
診
券
（
ピ
ン
ク
色
）

を
５
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

⃝

受
診
方
法

【
集
団
健
診
で
受
診
す
る
】

　

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は

５
月
上
旬
に
配
布
さ
れ
る
「
令
和
６
年

度
三
種
町
健
（
検
）
診
ガ
イ
ド
」
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

【
医
療
機
関
で
受
診
す
る
】

　

秋
田
県
内
の
協
力
医
療
機
関
で
受
診

で
き
ま
す
の
で
、
医
療
機
関
に
直
接
予

約
を
し
て
く
だ
さ
い
。受
診
日
当
日
は
、

受
診
券
と
国
民
健
康
保
険
証
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
⃝

検
査
内
容

　

身
体
計
測
、
血
圧
測
定
、
肝
機
能
検

査
、
血
中
脂
質
検
査
、
血
糖
検
査
、
尿

検
査

【
医
師
の
判
断
に
よ
り
検
査
】

　

貧
血
検
査
、心
電
図
検
査
、眼
底
検
査

⃝

そ
の
他

　

人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
場
合
、
検

査
料
金
の
う
ち
特
定
健
康
診
査
の
検
査

項
目
部
分
を
助
成
し
ま
す
。（
一
部
医

療
機
関
の
み
）
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
推
進
課　
医
療
年
金
係

　
☎
８
５ｰ

２
１
３
７

　

春
は
就
職
や
引
っ
越
し
の
シ
ー
ズ
ン

で
す
。

　

三
種
町
に
住
所
が
あ
る
方
で
、就
職
、

退
職
な
ど
で
国
保
に
変
更
が
あ
る
方
は

14
日
以
内
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
推
進
課　
医
療
年
金
係

　
☎
８
５ｰ

２
１
３
７

　

令
和
６
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
仮
天
引
き
額
は
、
２
月
か
ら
天

引
き
さ
れ
て
い
る
額
と
同
じ
で
す
。
仮

天
引
き
は
４
月
と
６
月
、
８
月
に
引
き

落
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
４
月
か
ら
新

た
に
天
引
き
さ
れ
る
方
に
は
、
４
月
15

日
ま
で
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
推
進
課　
医
療
年
金
係

　
☎
８
５ｰ

２
１
３
７

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率

は
２
年
ご
と
に
改
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
秋
田
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
が
決
定
し
て
い
ま
す
。

　

改
定
後
の
保
険
料
額
は
、
７
月
中
旬

に
通
知
す
る
予
定
で
す
。

　

詳
し
く
は
広
域
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎
０
１
８ｰ

８
５
３ｰ

７
１
５
５

このようなとき 必要なもの
国
保
加
入

職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険
の被扶養者に該当しなくなったとき 職場の健康保険の資格喪失証明書

ほかの市町村から転入したとき
子どもが生まれたとき

国
保
脱
退

職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保
険の被扶養者になったとき

加入した健康保険の保険証、国民
健康保険証

ほかの市町村へ転出するとき 国民健康保険証
死亡したとき 国民健康保険証

そ
の
他

就学のために町外へ転出するとき 在学証明書、国民健康保険証
町内で住所を変更したとき、氏名を変更したとき、世帯主を変更したとき 国民健康保険証
世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき 国民健康保険証

国民健康保険証をなくしたとき 本人を確認できるもの（運転免許
証・マイナンバーカードなど）

14
日
以
内
に
届
出
を

お
願
い
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
年
金
天
引
き

後
期
高
齢
者
医
療
の
保

険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

人
・
農
地
プ
ラ
ン

地
域
計
画
の
策
定

特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

令和６年４月 22


